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令和４年１１月１０日

教育委員会文化財課

宮崎市安井息軒記念館の指定管理者の指定管理者候補者の選定結果

宮崎市安井息軒記念館の指定管理者については、次のとおり候補となる団体を選定しまし

た。

なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、令和４年１２月議会で可決された場合

には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営にあたることとなります。

１ 指定管理者候補者の概要

(1) 団体の名称

特定非営利活動法人安井息軒顕彰会

(2) 代表者名

理事長 齋藤 義輝

(3) 主たる事務所の所在地

宮崎市清武町正手三丁目４０番地

(4) 設立年月日

平成２５年９月２０日

(5) 設立目的

広く一般に対して、安井息軒の「高いこころざし」と「偉業」の顕彰に関する事業を

行い、もってふるさとの活性化に寄与するとともに会員の交流と親睦を図ることを目的

とし、その目的を達成するための事業を行う。

(6) 事業概要

① 安井息軒に関する講演及び講座などの開催事業

② 安井息軒とその家族及び弟子などに関する資料の収集と調査研究事業

③ 安井息軒ゆかりの地や安井家・慶應大学斯道文庫との交流事業

④ 安井息軒旧宅を中心とした息軒の里づくり、息軒ボランティアの育成事業

⑤ 清武かるた及び息軒かるたの普及と大会の開催事業

⑥ 清武地域の伝統・文化・遺品・遺跡等の調査研究及び普及推進に関する事業

⑦ 安井息軒梅まつり事業のイベント等の開催事業

⑧ 息軒顕彰会が編集・発行した書籍・冊子及び安井息軒の肖像イラストや文字を転写

した用具等の販売事業

⑨ 教育文化施設の管理運営に関する事業

⑩ そのほか法人の目的を達成するために必要な事業

(7) 資本金又は基本財産

なし

(8) 従業員数

役員１７名、会員１１０名
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２ 指定期間（予定）

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間）

３ 施設及び業務の概要

(1) 施設概要

(2) 業務概要

① 歴史、民俗等に関する資料（以下「資料」という。）を収集し、保管し、展示し、及

び公開すること。

② 資料に関する専門的な調査及び研究を行い、その成果の展示を行うこと。

③ 資料に関する講演会、講習会等を開催し、及びその奨励を行うこと。

④ 資料に関する目録、解説書、調査研究報告書、年報等の刊行に関すること。

⑤ 歴史、文化及び自然に親しむ体験学習に関すること。

⑥ 野外活動、体育及びレクリエーションに関すること。

⑦ 前各号に掲げるもののほか、歴史資料館の設置目的の達成に必要なこと。

(3) 現在の管理方法

指定管理者 特定非営利活動法人安井息軒顕彰会

（令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで）

４ 事業計画の概要

別紙「事業提案概要書」のとおり。

※別紙「事業提案概要書」は、あくまで指定管理者候補者から選定に当たり示された内容

であり、実際に行う事業の計画は、指定後に市と当該団体との間で協議の上、決定しま

す。

５ 収支計画の概要

■収入 （単位：千円）

名 称 所 在 地 施設規模等（延べ床面積）

宮崎市安井息

軒記念館

資料館 宮崎市清武町加納

甲 3378 番地 1

１，１３１．５２㎡

茶室「香梅庵」 ２４．８３㎡

安井息軒旧宅
宮崎市清武町加納

甲 3368 番地 1
９５．３㎡

項 目 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 ５か年合計

指定管理料 17,956 17,902 17,916 17,935 17,853 89,562

そ の 他 50 50 50 50 50 250

収入合計 18,006 17,952 17,966 17,985 17,903 89,812
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■支出 （単位：千円）

※ 上記の収支計画は、あくまで指定管理者候補者から選定に当たり示された内容であり、

最終的な収支計画（指定管理料を含む。）は、指定後に市と当該団体との間で協議の上、

決定します。

■参考

【令和３年度管理運営費収支決算】

［収入］ 計１７，９４６千円

・指定管理料１７，８９５千円・事業収入５１千円

［支出］ 計１５，７５３千円

・人件費７，９７５千円・光熱水費１，３５４千円・委託費３，０８３千円・消耗

品費９９３千円 ほか

※上記は、指定管理者からの事業報告に基づき、市の指定管理料積算項目に再配分した

ものです。

【令和３年度事業実績（主なもの）】

項 目 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 ５か年合計

人 件 費 9,179 9,179 9,179 9,179 9,179 45,895

事
務
費

需 用 費 580 580 580 580 580 2,900

役 務 費 344 344 344 344 344 1,720

備品購入費 51 51 51 51 51 255

光熱水費 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 10,500

施
設
管
理

経
費
等

委 託 料 2,879 2,825 2,839 2,858 2,776 14,177

修 繕 料 190 190 190 190 190 950

使 用 料 388 388 388 388 388 1,940

予 備 費 825 825 825 825 825 4,125

その他（事業費） 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 7,350

支出合計 18,006 17,952 17,966 17,985 17,903 89,812

月 事業名

年度内２回 企画展示

年度内９回 安井息軒記念館講座

通年 安井息軒学習支援事業・安井息軒関連調査研究

年度内１回 歴史散歩（息軒ふるさとウォーク）

令和３年５月 ゴールデンウィーク企画事業

令和３年 12 月 安井息軒記念館バスツアー

令和３年 10 月～11 月 息軒自由研究・絵画展・書道展

令和４年２月 呈茶
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６ 選定結果の概要

(1) 公募の概況

① 応募団体

特定非営利活動法人安井息軒顕彰会

② 募集日程

(2) 宮崎市指定管理者候補者選定委員会（教育委員会文化財課所管施設）

（敬称略）

(3) 選定の概況

① 選定理由

令和４年９月２７日開催の宮崎市指定管理者候補者選定委員会（教育委員会文化財

課所管施設）（委員７名中７名出席）において、申請者からの応募書類及びヒアリン

グをもとに、「宮崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」で定

める次の基準により、総合的に審査を行った。

○事業計画書に基づく当該施設の運営が市民の平等な利用を確保するものであるこ

と

○事業計画書の内容が当該施設の設置目的を最も効果的に達成するものであること

○事業計画書の内容が当該施設の管理に係る経費の縮減を図るものであること

項 目 期 間 等

募集要項等の配布 令和４年７月１５日～８月１９日

指定管理者募集に係る合同説明会 令和４年７月２１日

施設視察会及び現地説明会 令和４年７月２８日

提出書類に関する質問の受付【第１次】 令和４年８月１日～８月５日

提出書類に関する質問の回答【第１次】 令和４年８月１２日まで随時

提出書類Ａの受付（＝１次締切） 令和４年８月１９日

提出書類に関する質問の受付【第２次】 令和４年８月２２日～８月２６日

提出書類に関する質問の回答【第２次】 令和４年９月２日まで随時

提出書類Ｂの受付（＝最終締切） 令和４年９月１２日

選定委員会（ヒアリング・審査） 令和４年９月２７日

役 職 等 氏 名

委員長 宮崎市教育委員会 企画総務課長 川邉 英智

委 員 宮崎公立大学 准教授 森津 千尋

〃 みやぎん経済研究所 常務理事 爲山 高志

〃 宮崎市文化財審議会 会長 那賀 教史

〃 西都原考古博物館 元館長 籾木 郁朗

〃 宮崎市教育委員会 学校教育課長 重盛 文人

〃 宮崎市教育委員会 生涯学習課長 長田 理恵子
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○事業計画書に沿った管理を安定して行うための十分な能力を有しているものであ

ること

その結果、特定非営利活動法人安井息軒顕彰会は、宮崎市安井息軒記念館における

管理運営の実績を有し、本市の教育文化施策における当該施設の位置づけや役割を十

分に理解したうえで、多種類の事業展開等の事業計画について強い熱意のもと提案が

なされた。提案内容は、今後も当該施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できる

と認められるとともに、当該施設の設置目的と合致した基本理念、方針を持ち、当該

施設の管理運営能力を十分に有し、選定基準に適合すると認められる。以上のことか

ら、当該団体は当該施設の設置目的をより効果的に達成し、市民サービスの向上を図

ることができる団体であると総合的に判断し、指定管理者候補者に選定した。

② 審査結果一覧

選定の基準

満点

（配点×

委員数）

最低

基準点

候補者

特定非営利活動

法人安井息軒顕

彰会

１ 事業計画書に基づく当該施設の

運営が、市民の平等な利用を確保

するものであること

２１０ １３９

２ 事業計画書の内容が当該施設の

設置目的を最も効果的に達成する

ものであること（重要基準）

５６０
３３６

(満点×60%）
４０９

３ 事業計画書の内容が当該施設の

管理に係る経費の縮減を図るもの

であること

２１０ １０８

４ 事業計画書に沿った管理を安定

して行うための十分な能力を有し

ているものであること

２１０ １２４

５ 安全管理に対する対応 ７０ ４２

６ 労働福祉の状況及び環境保護 １４０ ８４

合計 １，４００
８４０

(満点×60%）
９０６

選定委員会における多数決の結果 ７／７


